
 
議案第２３号 小松島市公民館条例の一部を改正する条例について 

《改正の趣旨》 

立江公民館と消防団第１４分団詰所とを複合化した立江地区複合施設の供用開始にあわせ、立江公民館の所在地を変更するもの。 

 

小松島市公民館条例(昭和50年小松島市条例第31号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係)  

名称 所在地 
小松島公民館 小松島市神田瀬町2番63号 
南小松島公民

館 
小松島市松島町1番21号 

北小松島公民

館 
小松島市小松島町字北浜80番地 

千代公民館 小松島市中郷町字桜馬場103番地の1 
児安公民館 小松島市田浦町字近里9番地の1 
芝田公民館 小松島市田野町字月ノ輪78番地の7 
櫛渕公民館 小松島市櫛渕町字北佃41番地 
新開公民館 小松島市赤石町6番60号 
坂野公民館 小松島市坂野町字平田24番地の2 
立江公民館 小松島市立江町字清水184番地の1 
和田島公民館 小松島市和田島町字明神北129番地 

 

名称 所在地 
小松島公民館 小松島市神田瀬町2番63号 
南小松島公民

館 
小松島市松島町1番21号 

北小松島公民

館 
小松島市小松島町字北浜80番地 

千代公民館 小松島市中郷町字桜馬場103番地の1 
児安公民館 小松島市田浦町字近里9番地の1 
芝田公民館 小松島市田野町字月ノ輪78番地の7 
櫛渕公民館 小松島市櫛渕町字北佃41番地 
新開公民館 小松島市赤石町6番60号 
坂野公民館 小松島市坂野町字平田24番地の2 
立江公民館 小松島市立江町字松本30番地     
和田島公民館 小松島市和田島町字明神北129番地 
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